原状回復に関する覚書

　

　○○○○○（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）とは、平成○○年○○月○○日付締結の○○○○○ビル（以下、「本建物」という。）に関する定期建物賃貸借契約書（以下「本賃貸借契約」という。）に付随し、以下のとおり合意したので、原状回復に関する覚書（以下、「本覚書」という。）を締結する。

第１条

１．甲および乙は、本賃貸借契約に定める賃貸借室（以下、「賃貸借室」という。）の床の標準仕様は、下記および別添図面のとおりとすることを確認した。

　　　・ＯＡフロア　○○○○○ｍｍ角（○○○○○工業製、AN-SP、H=○○mm）　

　　　・床仕上げ　タイルカーペット　　

２．乙は、本賃貸借契約第○○条の定めに従い、本賃貸借契約の終了までに自己の費用をもって

賃貸借室を原状に回復する義務を負うものとする。

第２条

１．甲は、乙が、本建物○○階部分の賃貸借室と同部分の共用廊下との間の間仕切り壁及び扉並びに当該共用廊下の床、壁及び天井（以下、「共用部分」という。）の原状を変更することを、本賃貸借契約第○○条に基づき承諾した。なお、原状変更前の共用部分の標準仕様は、下記および別添図面のとおりであることを甲・乙は確認した。

　　　・間仕切り壁　　軽鉄下地プラスターボード・塗装仕上げ・塩ビソフト幅木（H＝○○ｍｍ）

　　　・扉　　スチールドア（網入ガラス）

　　　・床　　タイルカーペット

　　　・壁　　塗装仕上げ・塩ビソフト幅木（H＝○○ｍｍ）

　　　・天井　岩綿吸音板t=○○mm

２．乙は、本条第１項に基づき、原状を変更しようとする場合は、本賃貸借契約第○○条の定めに従うものとする。

３．甲・乙は、乙が本条原状変更をした場合、賃貸借室同様、本賃貸借契約第○○条に定める原状回復義務の対象とすることを、確認した。

第３条

本覚書において規定される事項以外の事項については、本賃貸借契約が引き続き完全な効力を保持するものとする。

本覚書締結の証として本書２通を作成し、甲・乙が各々記名捺印のうえ各１通を保有する。

平成○○年○○月○○日

　甲

　乙　

